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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスクの歴史容量データーに基づいて、ディスク容量の変化データーを獲得し、
　前記ディスク容量の変化データーに基づいて、前記歴史容量データーにおける目標転換
点を獲得し、
　前記目標転換点は、前記ディスク容量の速度分布が変化した点であり、
　前記目標転換点の後の歴史容量データーに基づいて、時間とディスク容量との間の線形
関係を獲得することを含み、
　前記ディスク容量の変化データーに基づいて、前記歴史容量データーにおける目標転換
点を獲得するには、
　少なくとも二つの検出アルゴリズムを利用してそれぞれ前記ディスク容量の変化データ
ーを検出して、各検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点を獲得し、
　各検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点に基づいて、第二候補転換点を獲得し、
サンプリング時刻が最も遅い第二候補転換点を獲得して、前記歴史容量データーにおける
目標転換点とすることを含む
　ディスク容量の予測方法。
【請求項２】
　前記ディスクの歴史容量データーに基づいて、ディスク容量の変化データーを獲得する
前に、前記予測方法は、さらに、
　前記ディスクの歴史容量データーをデーター平滑化処理する
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　請求項１に記載のディスク容量の予測方法。
【請求項３】
　前記歴史容量データーは、少なくとも一つのサンプリング時刻とサンプリング時刻毎の
ディスク容量を含み、前記ディスクの歴史容量データーに基づいて、ディスク容量の変化
データーを獲得するには、
　少なくとも一つのサンプリング時刻のディスク容量に基づいて、少なくとも一つのサン
プリング時刻におけるサンプリング時刻毎のディスク容量速度を獲得して、前記ディスク
容量の変化データーとし、または、
　少なくとも一つのサンプリング時刻のディスク容量に基づいて、少なくとも一つのサン
プリング時刻におけるサンプリング時刻毎のディスク容量加速度を獲得して、前記ディス
ク容量の変化データーとすることを含む
　請求項１または２に記載のディスク容量の予測方法。
【請求項４】
　前記目標転換点の後の歴史容量データーに基づいて、時間とディスク容量との間の線形
関係を獲得するには、
　前記目標転換点の後の歴史容量データーを線形整合処理し、時間とディスク容量との間
の線形関係を獲得することを含む
　請求項１～３のいずれか一項に記載のディスク容量の予測方法。
【請求項５】
　ディスクの歴史容量データーに基づいて、ディスク容量の変化データーを獲得するデー
ター処理手段と、
　前記ディスク容量の変化データーに基づいて、前記歴史容量データーにおける目標転換
点を獲得する転換点識別手段と、
　前記目標転換点の後の歴史容量データーに基づいて、時間とディスク容量との間の線形
関係を獲得する容量予測手段とを含み、
　前記目標転換点は、前記ディスク容量の速度分布が変化した点であり、
　前記転換点識別手段は、具体的に、
　少なくとも二つの検出アルゴリズムを利用してそれぞれ前記ディスク容量の変化データ
ーを検出して、各検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点を獲得し、
　各検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点に基づいて、第二候補転換点を獲得し、
サンプリング時刻が最も遅い第二候補転換点を獲得して、前記歴史容量データーにおける
目標転換点とすることに用いられる
　ディスク容量の予測装置。
【請求項６】
　前記予測装置は、さらに、
　前記ディスクの歴史容量データーをデーター平滑化処理するデーター平滑手段を含む
　請求項５に記載のディスク容量の予測装置。
【請求項７】
　前記歴史容量データーは、少なくとも一つのサンプリング時刻とサンプリング時刻毎の
ディスク容量を含み、前記データー処理手段は、具体的に、
　少なくとも一つのサンプリング時刻のディスク容量に基づいて、少なくとも一つのサン
プリング時刻におけるサンプリング時刻毎のディスク容量速度を獲得して、前記ディスク
容量の変化データーとし、または、
　少なくとも一つのサンプリング時刻のディスク容量に基づいて、少なくとも一つのサン
プリング時刻におけるサンプリング時刻毎のディスク容量加速度を獲得して、前記ディス
ク容量の変化データーとするに用いられる
　請求項５または６に記載のディスク容量の予測装置。
【請求項８】
　前記容量予測手段は、具体的に、前記目標転換点の後の歴史容量データーを線形整合処
理し、時間とディスク容量との間の線形関係を獲得するに用いられる
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　請求項５～７のいずれか一項に記載のディスク容量の予測装置。
【請求項９】
　一つ以上のプロセッサーと、
　メモリと、
　一つ以上のプログラムとを含み、前記一つ以上のプログラムは、前記メモリに記憶され
て、前記一つ以上のプロセッサーに実行される時に、
　ディスクの歴史容量データーに基づいて、ディスク容量の変化データーを獲得し、
　前記ディスク容量の変化データーに基づいて、前記歴史容量データーにおける目標転換
点を獲得し、
　前記目標転換点は、前記ディスク容量の速度分布が変化した点であり、
　前記目標転換点の後の歴史容量データーに基づいて、時間とディスク容量との間の線形
関係を獲得し、
　前記ディスク容量の変化データーに基づいて、前記歴史容量データーにおける目標転換
点を獲得するには、
　少なくとも二つの検出アルゴリズムを利用してそれぞれ前記ディスク容量の変化データ
ーを検出して、各検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点を獲得し、
　各検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点に基づいて、第二候補転換点を獲得し、
サンプリング時刻が最も遅い第二候補転換点を獲得して、前記歴史容量データーにおける
目標転換点とすることを含む
　デバイス。
【請求項１０】
　コンピューターに、ディスクの歴史容量データーに基づいて、ディスク容量の変化デー
ターを獲得する手順と、
　前記ディスク容量の変化データーに基づいて、前記歴史容量データーにおける目標転換
点を獲得する手順と、
　前記目標転換点の後の歴史容量データーに基づいて、時間とディスク容量との間の線形
関係を獲得させる手順と、を実行させ、
　前記目標転換点は、前記ディスク容量の速度分布が変化した点であり、
　前記歴史容量データーにおける目標転換点を獲得する手順は、
　少なくとも二つの検出アルゴリズムを利用してそれぞれ前記ディスク容量の変化データ
ーを検出して、各検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点を獲得する手順と、
　各検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点に基づいて、第二候補転換点を獲得し、
サンプリング時刻が最も遅い第二候補転換点を獲得して、前記歴史容量データーにおける
目標転換点とする手順と、を含む
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、出願日が２０１５年８月２５日で、出願番号が２０１５１０５２４９２０．
８で、発明名称が「ディスク容量の予測方法及び装置」である中国特許出願の優先権を要
求する。
【０００２】
　本発明の実施例は、コンピューター技術に関し、特に、ディスク容量の予測方法、装置
、デバイス及び非発揮性コンピューター記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　国内外のネットワーク提供者はいずれも自身のサービスクラスタ全体のディスク容量を
観察している。ディスク容量についての観察によって、適合な時間にディスク容量を増加
または削減し、大量のコストを節約することができ、巨大な経済効果を与える。
【０００４】
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　従来の技術で、クラスタのディスク容量についてまず閾値を設置し、ディスク容量がそ
の閾値に至ると、増加された機会数量を人工的に予測し、人力を増加させる。しかし、こ
のようなディスク容量の拡大方式で、人工的に予測し増加させる必要があるので、多い人
力コストを必要とする。また、人工的に予測したディスク容量趨勢の正確性は低く、増加
されたディスク容量が需要を満足できないまたは増加されたディスク容量が残されて無駄
になる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　以上の状況を鑑み、本発明の実施例は、ディスク容量の趨勢予測の正確性を向上でき、
ディスク容量の予測に必要なコストを削減できるディスク容量の予測方法、装置、デバイ
ス及び非発揮性コンピューター記憶媒体を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第一実施例の方面は、
　ディスクの歴史容量データーに基づいて、ディスク容量の変化データーを獲得し、
　前記ディスク容量の変化データーに基づいて、前記歴史容量データーにおける目標転換
点を獲得し、
　前記目標転換点の後の歴史容量データーに基づいて、時間とディスク容量との間の線形
関係を獲得することを含む
　ディスク容量の予測方法を提供する。
【０００７】
　前記の方面といずれの可能な実現方式によると、さらに他の実現方式を提供するが、前
記ディスクの歴史容量データーに基づいて、ディスク容量の変化データーを獲得する前に
、前記方法は、さらに、
　前記ディスクの歴史容量データーをデーター平滑化処理することを含む。
【０００８】
　前記の方面といずれの可能な実現方式によると、さらに他の実現方式を提供するが、前
記歴史容量データーは、少なくとも一つのサンプリング時刻とサンプリング時刻毎のディ
スク容量を含み、前記ディスクの歴史容量データーに基づいて、ディスク容量の変化デー
ターを獲得するには、
　少なくとも一つのサンプリング時刻のディスク容量に基づいて、少なくとも一つのサン
プリング時刻におけるサンプリング時刻毎のディスク容量速度を獲得して、前記ディスク
容量の変化データーとし、または、
　少なくとも一つのサンプリング時刻のディスク容量に基づいて、少なくとも一つのサン
プリング時刻におけるサンプリング時刻毎のディスク容量加速度を獲得して、前記ディス
ク容量の変化データーとすることを含む。
【０００９】
　前記の方面といずれの可能な実現方式によると、さらに他の実現方式を提供するが、前
記ディスク容量の変化データーに基づいて、前記歴史容量データーにおける目標転換点を
獲得するには、
　少なくとも二つの検出アルゴリズムを利用してそれぞれ前記ディスク容量の変化データ
ーを検出して、各検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点を獲得し、
　各検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点に基づいて、前記歴史容量データーにお
ける目標転換点を獲得することを含む。
【００１０】
　前記の方面といずれの可能な実現方式によると、さらに他の実現方式を提供するが、前
記各検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点に基づいて、前記歴史容量データーにお
ける目標転換点を獲得するには、
　各検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点に基づいて、第二候補転換点を獲得し、
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　サンプリング時刻が最も遅い第二候補転換点を獲得して、前記歴史容量データーにおけ
る目標転換点とすることを含む。
【００１１】
　前記の方面といずれの可能な実現方式によると、さらに他の実現方式を提供するが、前
記目標転換点の後の歴史容量データーに基づいて、時間とディスク容量との間の線形関係
を獲得するには、
　前記目標転換点の後の歴史容量データーを線形整合処理し、時間とディスク容量との間
の線形関係を獲得することを含む。
【００１２】
　本発明の第一実施例の方面は、
　ディスクの歴史容量データーに基づいて、ディスク容量の変化データーを獲得するデー
ター処理手段と、
　前記ディスク容量の変化データーに基づいて、前記歴史容量データーにおける目標転換
点を獲得する転換点識別手段と、
　前記目標転換点の後の歴史容量データーに基づいて、時間とディスク容量との間の線形
関係を獲得する容量予測手段とを含むディスク容量の予測装置を提供する。
【００１３】
　前記の方面といずれの可能な実現方式によると、さらに他の実現方式を提供するが、前
記装置はさらに、
　前記ディスクの歴史容量データーをデーター平滑化処理するデーター平滑手段を含む。
【００１４】
　前記の方面といずれの可能な実現方式によると、さらに他の実現方式を提供するが、前
記歴史容量データーは、少なくとも一つのサンプリング時刻とサンプリング時刻毎のディ
スク容量を含み、前記データー処理手段は、具体的に、
　少なくとも一つのサンプリング時刻のディスク容量に基づいて、少なくとも一つのサン
プリング時刻におけるサンプリング時刻毎のディスク容量速度を獲得して、前記ディスク
容量の変化データーとし、または、
　少なくとも一つのサンプリング時刻のディスク容量に基づいて、少なくとも一つのサン
プリング時刻におけるサンプリング時刻毎のディスク容量加速度を獲得して、前記ディス
ク容量の変化データーとすることに用いられる。
【００１５】
　前記の方面といずれの可能な実現方式によると、さらに他の実現方式を提供するが、前
記転換点識別手段は、具体的に、
　少なくとも二つの検出アルゴリズムを利用してそれぞれ前記ディスク容量の変化データ
ーを検出して、各検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点を獲得し、
　各検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点に基づいて、前記歴史容量データーにお
ける目標転換点を獲得することに用いられる。
【００１６】
　前記の方面といずれの可能な実現方式によると、さらに他の実現方式を提供するが、前
記転換点識別手段は、各検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点に基づいて、前記歴
史容量データーにおける目標転換点を獲得する時に、具体的に、
　各検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点に基づいて、第二候補転換点を獲得し、
　サンプリング時刻が最も遅い第二候補転換点を獲得して、前記歴史容量データーにおけ
る目標転換点とすることに用いられる。
【００１７】
　前記の方面といずれの可能な実現方式によると、さらに他の実現方式を提供するが、前
記容量予測手段は、具体的に、前記目標転換点の後の歴史容量データーを線形整合処理し
、時間とディスク容量との間の線形関係を獲得するに用いられる。
【００１８】
　本発明の他の一方面によると、
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　一つ以上のプロセッサーと、
　メモリと、
　一つ以上のプログラムとを含み、前記一つ以上のプログラムは、前記メモリに記憶され
て、前記一つ以上のプロセッサーに実行される時に、
　ディスクの歴史容量データーに基づいて、ディスク容量の変化データーを獲得し、
　前記ディスク容量の変化データーに基づいて、前記歴史容量データーにおける目標転換
点を獲得し、
　前記目標転換点の後の歴史容量データーに基づいて、時間とディスク容量との間の線形
関係を獲得する
　デバイスを提供する。
【００１９】
　本発明の他の一方面によると、前記非発揮性コンピューター記憶媒体には一つ以上のプ
ログラムを記憶し、前記一つ以上のプログラムは一つのデバイスによって実行される時に
、前記デバイスに、
　ディスクの歴史容量データーに基づいて、ディスク容量の変化データーを獲得し、
　前記ディスク容量の変化データーに基づいて、前記歴史容量データーにおける目標転換
点を獲得し、
　前記目標転換点の後の歴史容量データーに基づいて、時間とディスク容量との間の線形
関係を獲得させる
　非発揮性コンピューター記憶媒体を提供する。
【００２０】
　以上の技術案によると、本発明の実施例は、以下の有益な効果を有している。
【００２１】
　本発明の実施例で提供する技術案は、ディスクの歴史容量データーに基づいて、ディス
ク容量の趨勢を自動的に予測し、従来技術においてディスク容量の趨勢を人工的に予測す
る方式に比べると、本発明の実施例で提供する技術案は、ディスク容量の趨勢予測の正確
性を向上し、容量を増加した後にディスク容量を満足できない問題、または容量を増加し
た後にディスク容量が残って無駄になる問題を回避でき、ディスク容量の予測に必要な人
力コストを削減する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
　本発明の実施例における技術案をより明瞭に説明するために、以下では、実施例又は従
来の技術の記載に必要な図面を簡単に紹介し、以下に記載した図面は本発明の一部の実施
例で、本分野の当業者であれば、創造的な労働をしなく、これらの図面によって他の図面
を得られる。
【００２３】
【図１】本発明の実施例で提供するディスク容量の予測方法のフローチャート概略図であ
る。
【図２】本発明の実施例で提供するディスク容量の予測装置の第一実施例の機能ブロック
図である。
【図３】本発明の実施例で提供するディスク容量の予測装置的第二実施例の機能ブロック
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明の技術案をよりよく理解させるように、以下では図面を利用して本発明の実施例
を詳細に記述する。
【００２５】
　記述した実施例はただ本発明の一部の実施例で、全部の実施例ではないことを明確にす
る。本発明における実施例に基づいて、本分野の普通の当業者は創作的な労働をしない前
提で得られる全部の他の実施例は、いずれも本発明の範囲に属する。
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【００２６】
　本発明の実施例で使用する用語はただ特定な実施例を記述するためのもので、本発明を
制限するためのものではない。本発明の実施例と特許請求の範囲で使用した「一種類」、
「前記」及び「当該」は、文脈で明らかに単数だけを意味しない限り、複数の形式を含む
。
【００２７】
　また、本文で使用する用語「と／または」は、ただ関連対象の関連関係を表示するもの
で、三つの関係が可能である。例えば、Ａと／またはＢは、ただＡだけ存在する場合と、
ＡとＢが同時に存在する場合と、ただＢだけ存在する場合の三つの可能性がある。また、
本文で符号「／」は、一般的に前後関連対象が「または」の関係であることを示す。
【００２８】
　本発明の実施例では用語「第一」、「第二」等で候補転換点を記述するが、これらのキ
ーワードはこれらの用語に限定されていない。これらの用語はただ候補転換点を互いに区
分するためのものである。例えば、本発明の実施例の範囲で、第一候補転換点も第二候補
転換点に呼ばれ、第二候補転換点も第一候補転換点に呼ばれる可能性がある。
【００２９】
　文脈によって、ここで使用する単語「…と（れば）」は、「…時」又は「…と」または
「確定すると」または「検出に従い」の意味に解釈できる。これと類似に、文脈によって
、単語「…を確定すると」又は「（記述する条件又は事件）を検出すると」は、「…確定
する時」又は「確定に従って」又は「（記述する条件又は事件）を検出した時」又は「（
記述する条件又は事件）の検出に従い」に解釈できる。
【００３０】
　本発明の実施例は、ディスク容量の予測方法を開示するが、図１は本発明の実施例で提
供するディスク容量の予測方法のフローチャート概略図であり、図１に示すように、当該
方法は以下のステップを含んでいる。
【００３１】
　Ｓ１０１で、ディスクの歴史容量データーに基づいて、ディスク容量の変化データーを
獲得する。
【００３２】
　Ｓ１０２で、前記ディスク容量の変化データーに基づいて、前記歴史容量データーにお
ける目標転換点を獲得する。
【００３３】
　Ｓ１０３、前記目標転換点の後の歴史容量データーに基づいて、時間とディスク容量と
の間の線形関係を獲得する。
【００３４】
　好ましくは、本発明の実施例の可能な実現方式で、ディスクの歴史容量データーを予め
に収集してから、ディスクの歴史容量データーを記録し、最後に、記録したディスクの歴
史容量データーを記憶する。このようにして、ディスク容量を予測する必要がある場合、
予めに記憶したディスクの歴史容量データーを読み出すことができる。
【００３５】
　一つの具体的な実現過程で、予めに設置した時間間隔でディスクの歴史容量データーを
収集することができる。前記時間間隔は固定的なものであってもよく、固定的なものでな
いでもよい。そのため、毎回に収集したディスクの歴史容量データーの時間間隔は同じで
ある可能性もあるし、同じでない可能性もあるし、本発明の実施例は、これを特別に限定
しない。
【００３６】
　一つの具体的な実現過程で、前記ディスクの歴史容量データーは少なくとも一つのサン
プリング時刻とサンプリング時刻毎のディスク容量を含んでいてもよい。
【００３７】
　ここで、前記サンプリング時刻は、ディスクの歴史容量データーを収集した時刻である
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。サンプリング時刻毎のディスク容量は、ディスクの残し容量であってもよく、または、
ディスクの既に使用した容量であってもよい。
【００３８】
　例えば、１０分の間隔でディスクの歴史容量データーを一回収集し、毎回収集する時間
間隔は固定し、収集したディスク容量はディスクの既に使用した容量であってもよい。
【００３９】
　好ましくは、前記ディスク容量は、クラスタのディスク容量を含んでいてもよいが、こ
れに限定されない。
【００４０】
　好ましくは、前記クラスタには、少なくとも二つのサーバーを含んでいてもよい。
【００４１】
　好ましくは、前記クラスタのディスク容量は、少なくとも二つのサーバーの全部のディ
スク容量である。
【００４２】
　例えば、前記クラスタは、クラウド記憶クラスタであってもよい。
【００４３】
　好ましくは、本発明の実施例の可能な実現方式で、Ｓ１０１でディスクの歴史容量デー
ターに基づいて、ディスク容量の変化データーを獲得する前に、前記ディスクの歴史容量
データーをデーター平滑化処理する。
【００４４】
　一つの具体的な実現過程で、ディスク容量を予測する時に、先ずに、予めに記憶したデ
ィスクの歴史容量データーを読み出し、読み出したディスクの歴史容量データーをデータ
ー平滑化処理し、さらにデーター平滑化処理後のディスクの歴史容量データーに基づいて
、ディスク容量の変化データーを獲得する。
【００４５】
　一つの具体的な実現過程で、移動平均アルゴリズム又は移動中間値アルゴリズム等によ
って、読み出したディスクの歴史容量データーをデーター平滑化処理する。ディスクの歴
史容量データーをデーター平滑化処理する目的は歴史容量データーにおけるデーターノイ
ズを除去することで、本発明の実施例は、データーで平滑化処理に使用したアルゴリズム
を特別に限定しない。
【００４６】
　クラスタのディスクに記入したデーターの品質がよいと、ディスクの歴史容量データー
におけるデーターノイズが一般的に少なく、ディスクの歴史容量データーをデーター平滑
化処理しなくてもよい。これに反して、クラスタのディスクに記入したデーターの品質が
悪いと、ディスクの歴史容量データーにおけるデーターノイズは一般的に多く、ディスク
の歴史容量データーをデーター平滑化処理する必要がある。
【００４７】
　例えば、移動中間値アルゴリズムで読み出したディスクの歴史容量データーをデーター
平滑化処理する方法は、以下の過程を含んでいてもよいがこれに限定されない。
【００４８】
　先ずに、Ｌ長さのスライドウィンドウを定義し、ここで、Ｌ＝２Ｎ＋１、即ち、Ｌは奇
数で、スライドウィンドウに入れるデーターの数量を奇数になるようにする。Ｌ長さのス
ライドウィンドウを利用してディスクの歴史容量データーをデーター平滑化処理する時に
、読み出したディスクの歴史容量データーにおける一部の歴史容量データーを当該スライ
ドウィンドウに入れて、スライドウィンドウに歴史容量データーＸ（ｉ－Ｎ）、…、Ｘ（
ｉ）、…、Ｘ（ｉ＋Ｎ）があるようにする。そして、スライドウィンドウにおける歴史容
量データーをそのディスク容量の小さくなる順序に順序付け、順序付け結果に基づいて、
中間値Ｘ（ｉ）を得て、当該中間値Ｘ（ｉ）に対応する歴史容量データーをデーター平滑
結果として出力する。そして、当該スライドウィンドウをスライドさせて、また一部の歴
史容量データーを当該スライドウィンドウに入らせて、上記の操作を重複する。これによ
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って、毎回のスライドウィンドウにおける中間値を得、スライドウィンドウが読み出した
ディスクの歴史容量データーの末端までに移動する時に処理を停止する。このようにして
、毎回のスライドウィンドウにおける中間値に対応する歴史容量データーを集まって、最
後のデーター平滑結果を得、残りの歴史容量データーはデーターノイズとして濾過させる
。
【００４９】
　ここで、ディスクの歴史容量データーにおけるデーターノイズの数量に基づいて、スラ
イドウィンドウの長さＬの値を確定してもよい。ディスクの歴史容量データーにおけるデ
ーターノイズが多いと、スライドウィンドウの長さＬの値を増大させてもよく、ディスク
の歴史容量データーにおけるデーターノイズが少ないと、スライドウィンドウの長さＬの
値を減少してもよい。
【００５０】
　一つの具体的な実現過程で、データー平滑化処理後のディスクの歴史容量データーに基
づいて、データーを微分し又はカルマン（Ｋａｌｍａｎ）フィルター等のアルゴリズムを
利用して、ディスク容量の変化データーを獲得してもよいがこれらに限定されない。本発
明の実施例は、ディスク容量の変化データーを獲得するに用いるアルゴリズムを特別に限
定しない。
【００５１】
　例えば、データー平滑化処理後のディスクの歴史容量データーに基づいて、データーを
微分するアルゴリズムを利用して、ディスク容量の変化データーを獲得する方法は、以下
の過程を含んでいてもよいがこれに限定されない。
【００５２】
　データー平滑化処理後のディスクの歴史容量データーは、少なくとも一つのサンプリン
グ時刻とサンプリング時刻毎のディスク容量を含んでいてもよいので、少なくとも一つの
サンプリング時刻のディスク容量に基づいて、少なくとも一つのサンプリング時刻におけ
るサンプリング時刻毎のディスク容量速度を獲得して、前記ディスク容量の変化データー
としてもよい。または、少なくとも一つのサンプリング時刻のディスク容量に基づいて、
少なくとも一つのサンプリング時刻におけるサンプリング時刻毎のディスク容量加速度を
獲得して、前記ディスク容量の変化データーとしてもよい。
【００５３】
　一つの具体的な実現過程で、ディスクの歴史容量データーにおけるサンプリング時刻に
基づいて、時間前後の順序に従い、データー平滑化処理後のディスクの歴史容量データー
に順序付けて、順序付け結果を獲得する。そして、順序付け結果におけるサンプリング時
刻毎について、順序に当該サンプリング時刻のディスク容量加速度又は当該サンプリング
時刻のディスク容量速度を演算して、前記ディスク容量の変化データーとする。
【００５４】
　一つの具体的な実現過程で、サンプリング時刻ｔのディスク容量速度ｖは、サンプリン
グ時刻ｔ＋１のディスク容量からサンプリング時刻ｔのディスク容量を除去し、二つのデ
ィスク容量の差値をサンプリング時刻ｔ＋１とサンプリング時刻ｔとの間の時間間隔で除
算したものである。または、さらに、サンプリング時刻ｔのディスク容量速度ｖをサンプ
リング時刻ｔ＋１とサンプリング時刻ｔとの間の時間間隔で除算して、サンプリング時刻
ｔのディスク容量加速度ａを獲得してもよい。
【００５５】
　一つの具体的な実現過程で、前記ディスク容量の変化データーを得た後、さらに前記デ
ィスク容量の変化データーに基づいて、前記歴史容量データーにおける目標転換点を獲得
する。
【００５６】
　例えば、本発明の実施例は、前記ディスク容量の変化データーに基づいて、前記歴史容
量データーにおける目標転換点を獲得する方法は、以下の過程を含んでいてもよいがこれ
に限定されない。
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【００５７】
　先ずに、少なくとも二つの検出アルゴリズムを利用してそれぞれ前記ディスク容量の変
化データーを検出して、検出アルゴリズム毎で検出した第一候補転換点を獲得する。そし
て、各検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点に基づいて、前記歴史容量データーに
おける目標転換点を獲得する。
【００５８】
　一つの具体的な実現過程で、少なくとも二つの検出アルゴリズムは、Ｔ検出アルゴリズ
ム、分散検出アルゴリズム和分散分析検出アルゴリズムにおける少なくとも二つを含んで
いてもよいが、これらに限定されない。さらに、他の検出アルゴリズムを含んでいてもよ
く、本発明の実施例は、これを限定していない。
【００５９】
　例えば、ディスク容量の変化データーに少なくとも一つのサンプリング時刻とサンプリ
ング時刻毎のディスク容量速度を含むと、Ｔ検出アルゴリズムで前記ディスク容量の変化
データーを検出して、第一候補転換点を獲得する方法は以下のことを含んでいてもよいが
、これらに限定されない。
【００６０】
　Ｔ検出アルゴリズムで、転換点前後のディスク容量の変化データー分布が異なると分か
っており、Ｔ検出アルゴリズムを利用して、ディスク容量の変化データーでサンプリング
時刻前の他のサンプリング時刻の速度分布と当該サンプリング時刻後の他のサンプリング
時刻の速度分布が一致しているか否かを検出してもよい。もし一致していると、当該サン
プリング時刻が前記第一候補転換点でないことを確定する。これに反して、もし一致して
いないと、当該サンプリング時刻が前記第一候補転換点であることを確定し、第一候補転
換点を獲得する。
【００６１】
　例えば、ディスク容量の変化データーにサンプリング時刻１～サンプリング時刻７とサ
ンプリング時刻毎のディスク容量速度を含んでいる。サンプリング時刻４に対して、サン
プリング時刻１～サンプリング時刻３におけるサンプリング時刻毎のディスク容量速度に
基づいて、サンプリング時刻４前の速度分布を獲得する。サンプリング時刻５～サンプリ
ング時刻７におけるサンプリング時刻毎のディスク容量速度に基づいて、サンプリング時
刻４後の速度分布を獲得する。この二つの速度分布が一致しているかを比較し、もし一致
していると、サンプリング時刻４は前記第一候補転換点でないことを確定する。これに反
して、もし一致していないと、サンプリング時刻４は前記第一候補転換点であることを確
定する。
【００６２】
　例えば、若ディスク容量の変化データーに少なくとも一つのサンプリング時刻とサンプ
リング時刻毎のディスク容量速度を含んでいると、分散検出アルゴリズムで前記ディスク
容量の変化データーを検出して、第一候補転換点を獲得する方法は、以下のことを含んで
いてもよいがこれらに限定されない。
【００６３】
　先ずに、ディスク容量の変化データーにおける全部のサンプリング時刻のディスク容量
速度に基づいて、ディスク容量速度の平均値と分散を演算する。そして、ディスク容量の
変化データーにおける全部のサンプリング時刻のディスク容量データーに基づいて、（平
均値＋Ｎ×分散）より大きいディスク容量データーと、（平均値－Ｎ×分散）より小さい
ディスク容量データーを獲得し、（平均値＋Ｎ×分散）より大きいディスク容量データー
に対応するサンプリング時刻と（平均値－Ｎ×分散）より小さいディスク容量データーに
対応するサンプリング時刻を前記第一候補転換点とする。最後に、ディスク容量の変化デ
ーターから確定した前記第一候補転換点を除去し、そして残ったディスク容量の変化デー
ターに基づいて、前記第一候補転換点をさらに獲得できなくなるまでに前記検出操作を重
複する。
【００６４】
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　ここで、前記Ｎは、ディスク容量の変化データーにおけるサンプリング時刻的全部数目
＝２Ｎ＋１を満足し、Ｎは正整数である。
【００６５】
　例えば、本発明の実施例で、各検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点に基づいて
、前記歴史容量データーにおける目標転換点を獲得する方法は、以下のことを含むが、こ
れらに限定されない。先ずに、各検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点に基づいて
、第二候補転換点を獲得する。そして、サンプリング時刻が最も遅い第二候補転換点を獲
得して、前記歴史容量データーにおける目標転換点とする。
【００６６】
　一つの具体的な実現過程で、各検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点に基づいて
、第二候補転換点を獲得する方法は以下の三つの方法を含むが、これらに限定されない。
【００６７】
　１．少なくとも二つの検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点を合併して、前記第
二候補転換点を獲得する。
【００６８】
　２．少なくとも二つの検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点の共通集合を獲得し
て、前記第二候補転換点とする。
【００６９】
　３．各検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点を予めに設定した転換点識別モジュ
ールに代入して、転換点識別モジュールに代入した第一候補転換点を識別させ、前記転換
点識別モジュールが第一候補転換点が転換点であると識別すると、当該第一候補転換点を
前記第二候補転換点としてもよい。これに反して、前記転換点識別モジュールが前記第一
候補転換点が転換点でないと識別すると、当該第一候補転換点を前記第二候補転換点とし
てはいけない。
【００７０】
　好ましくは、前記転換点識別モジュールは、転換点訓練サンプルに機械学習をさせて得
られ、本発明の実施例は、これを重複に説明しない。
【００７１】
　最後の一つの転換点に対してディスク容量を予測してこそ意義があることは理解できる
ので、前記第二候補転換点を獲得してから、時間前後順序に従い、第二候補転換点に順序
付け、その後にサンプリング時刻の最も遅い第二候補転換点を獲得して、当該サンプリン
グ時刻の最も遅い第二候補転換点を前記歴史容量データーにおける目標転換点とする。
【００７２】
　本発明の実施例で、前記転換点はクラスタのディスクにデーターを記入して本質的な変
化が発生する時刻である。例えば、３０％のデーターをクラスタＡのディスクに記入し、
７０％のデーターをクラスタＢのディスクに記入してから、ある時刻ｔに、磁クラスタＡ
のディスクとクラスタＢのディスクに全部５０％のデーターを記入すると、時刻ｔは転換
点としてもよい。
【００７３】
　一つの具体的な実現過程で、前記歴史容量データーの目標転換点を獲得してから、前記
目標転換点の後の歴史容量データーに基づいて、時間とディスク容量との間の線形関係を
獲得することができる。
【００７４】
　例えば、本発明の実施例で、前記目標転換点の後の歴史容量データーに基づいて、時間
とディスク容量との間の線形関係を獲得する方法は、前記目標転換点の後の歴史容量デー
ターを線形整合処理し、時間とディスク容量との間の線形関係を獲得するようにしてもよ
いが、このような方法に限定されない。
【００７５】
　前記目標転換点の後のディスク容量は安定すべきで、線形的な特徴に適合することは理
解すべきで、そのため、本発明の実施例で、前記目標転換点の後の歴史容量データーをデ
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ーター整合アルゴリズムに入力して、データー整合アルゴリズムで前記目標転換点の後の
歴史容量データーを線形整合処理し、時間とディスク容量との間の線形関係を獲得しても
よい。
【００７６】
　一つの具体的な実現過程で、前記時間とディスク容量との間の線形関係は、時間とディ
スク容量との間の線形関係を示す直線関数のパラメーターであってもよく、例えば直線関
数的斜率ｋと截距ｂであってもよい。このようにして、時間とディスク容量との間の線形
関係に基づいて、ディスク容量の未来の趨勢を正確に予測でき、未来のある時刻のディス
ク容量を獲得できる。
【００７７】
　本発明の実施例は、さらに上記方法の実施例における各ステップ及び方法を実現する装
置の実施例を掲示する。
【００７８】
　図２は、本発明の実施例で提供するディスク容量の予測装置の第一実施例の機能ブロッ
ク図である。図に示すように、当該装置は、ディスクの歴史容量データーに基づいて、デ
ィスク容量の変化データーを獲得するデーター処理手段２１と、前記ディスク容量の変化
データーに基づいて、前記歴史容量データーにおける目標転換点を獲得する転換点識別手
段２２と、前記目標転換点の後の歴史容量データーに基づいて、時間とディスク容量との
間の線形関係を獲得する容量予測手段２３とを含む。
【００７９】
　図３は、本発明の実施例で提供するディスク容量の予測装置的第二実施例の機能ブロッ
ク図であり、図に示すように、前記装置は、さらに、前記ディスクの歴史容量データーを
データー平滑化処理するデーター平滑手段２４を含む。
【００８０】
　一つの具体的な実現過程で、前記歴史容量データーは、少なくとも一つのサンプリング
時刻とサンプリング時刻毎のディスク容量を含み、前記データー処理手段２１は、具体的
に、少なくとも一つのサンプリング時刻のディスク容量に基づいて、少なくとも一つのサ
ンプリング時刻におけるサンプリング時刻毎のディスク容量速度を獲得して、前記ディス
ク容量の変化データーとし、または、少なくとも一つのサンプリング時刻のディスク容量
に基づいて、少なくとも一つのサンプリング時刻におけるサンプリング時刻毎のディスク
容量加速度を獲得して、前記ディスク容量の変化データーとすることに用いられる。
【００８１】
　一つの具体的な実現過程で、前記転換点識別手段２２は、具体的に、少なくとも二つの
検出アルゴリズムを利用してそれぞれ前記ディスク容量の変化データーを検出して、各検
出アルゴリズムで検出した第一候補転換点を獲得し、各検出アルゴリズムで検出した第一
候補転換点に基づいて、前記歴史容量データーにおける目標転換点を獲得することに用い
られる。
【００８２】
　一つの具体的な実現過程で、前記転換点識別手段２２は、各検出アルゴリズムで検出し
た第一候補転換点に基づいて、前記歴史容量データーにおける目標転換点を獲得する時は
、具体的に、各検出アルゴリズムで検出した第一候補転換点に基づいて、第二候補転換点
を獲得し、サンプリング時刻が最も遅い第二候補転換点を獲得して、前記歴史容量データ
ーにおける目標転換点とすることに用いられる。
【００８３】
　一つの具体的な実現過程で、前記容量予測手段２３は、具体的に、前記目標転換点の後
の歴史容量データーを線形整合処理し、時間とディスク容量との間の線形関係を獲得する
ことに用いられる。
【００８４】
　本実施例における各手段が図１に示す方法を実行できるので、本実施例で詳細に記述し
なかった部分は図１についての関連説明を参照してもよい。
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【００８５】
　本発明の実施例の技術案は、以下の有益な効果を有する。
【００８６】
　本発明の実施例で、ディスクの歴史容量データーに基づいて、ディスク容量の変化デー
ターを獲得するので、前記ディスク容量の変化データーに基づいて、前記歴史容量データ
ーにおける目標転換点を獲得し、さらに、前記目標転換点の後の歴史容量データーに基づ
いて、時間とディスク容量との間の線形関係を獲得する。
【００８７】
　本発明の実施例で提供する技術案は、ディスクの歴史容量データーに基づいて、ディス
ク容量の趨勢を自動的に予測し、従来技術においてディスク容量の趨勢を人工的に予測す
る方式に比べると、本発明の実施例で提供する技術案は、ディスク容量の趨勢予測の正確
性を向上し、容量を増加した後にディスク容量を満足できない問題、または容量を増加し
た後にディスク容量が残って無駄になる問題を回避でき、ディスク容量の予測に必要な人
力コストを削減する。
【００８８】
　所属分野の当業者であれば、記述の便利と簡潔のために、上述記述のシステム、装置と
手段の具体的な動作過程は、前述方法の実施例における対応過程を参照できることを理解
すべきで、ここで重複に記述しない。
【００８９】
　本発明で提供する幾つの実施例で開示したシステム、装置及びび方法は、他の方式によ
って実現できるのは理解すべきである。例えば、以上に記載した装置の実施例はただ例示
的なもので、例えば、前記手段の分割はただロジック機能の分割で、実際に実現する時は
他の分割方式によってもよい。例えば、複数の手段又はモジュールは結合でき又は他の一
つのシステムに集積でき、またはある特徴は無視し、または実行しなくてもよい。他に、
示しまたは検討した互いの間の結合または直接に結合又は通信接続は、あるインタフェー
ス、装置または手段の間接的な接合又は通信接続によるものであってもよく、電気的、機
械または他の形式であってもよい。
【００９０】
　前記で分離部材として説明した手段は、物理上で分離したものであってもよく物理上で
分離しなかったものであってもよく、即ち、同一の位置にあってもよく、複数のネットワ
ークユニットに分布されていてもよい。実際の必要によってその中の一部または全部手段
を選択して本実施例の方案の目的を実現してもよい。
【００９１】
　また、本発明の各実施例における各機能手段は一つの処理モジュールに集積してもよく
、各手段が物理上で単独に存在してもよく、二つ又は二つ以上の手段を一つの手段に集積
してもよい。前記集積した手段は、ハードウェアの形式に実現してもよく、ハードウェア
にソフトウェアの機能手段を結合する形式で実現してもよい。
【００９２】
　上記のソフト機能手段の形式で実現した集積した手段は、一つのコンピューターが可読
な記憶媒体に記憶してもよい。前記ソフト機能手段は一つの記憶媒体に記憶してもよく、
複数の命令を含んで一つのコンピューターデバイス（パーソナルコンピューター、サーバ
ー、又はネットワークデバイス等）又は処理モジュール（ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）によって
、本発明の各実施例の前記方法の一部のステップを実行させてもよい。前記記憶媒体は、
Ｕディスク、ポータブルハードウェア、読み出し専用メモリ（Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ、ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ、ＲＡＭ）、ディスク又は光ディスク等の複数のプログラムコードを記憶できる媒体
を含む。
【００９３】
　前記はただ本発明の好ましい実施例であり、本発明を制限するものではなく、本発明の
主旨及びび原則の範囲で行ったいずれの修正、等価置換、改良等は、全部本発明の範囲に
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